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建築基準法第５２条第６項第３号に基づく認定基準 

 

Ⅰ．目的 

本基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５２条

第６項第３号の規定に基づく給湯設備の機械室等における容積率緩和の認定に関し必

要な事項を定め、共同住宅の高効率給湯設備の促進を目的とする。 

 

Ⅱ．適用の範囲 

１．対象地域 

・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び工業地域以外の用途地域

であること。 

・敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する用途地域が第一種低

層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び工業地域以外であること。 

・地区計画の地区内で地区整備計画において容積率の制限がある場合および、市長

が別に指定した区域内においては本対象から除外する。 

２．対象建築物 

本基準の適用対象とする建築物は次の各号に該当するものとする。 

（１） 敷地が幅員８ｍ以上の道路に接するもの。 

（２） 敷地面積が１，０００㎡以上のもの。 

（３） 延べ面積が２，０００㎡以上の共同住宅 

３．対象機器 

容積率の限度を超える認定の対象となる機器は、次に掲げる設備等（容易に取り

外し、または移動できるものを除く）とする。 

（１） 電気ヒートポンプ給湯機 

（２） 潜熱回収型給湯機 

（３） ハイブリッド給湯機 

（４） 給湯の機能を有する燃料電池設備 

（５） 給湯の機能を有するコージェネレーション設備 

 

Ⅲ．容積率の限度を超える認定の適用方法 

１．容積率の限度を超える認定の対象となる部分の床面積 

Ⅱ．３．に掲げる対象機器のうち次の各号の要件を満たすものとする。 

ア 容積率の限度を超える認定の対象となる部分の床面積は、当該機器の設置

に必要最小限の部分であり、壁等によって他の部分と区画された独立した部

分であること。 

イ 戸別設置するものについては共用廊下に面すること。ただし機器の性質上、

共用廊下に面することが困難な場合はこの限りでない。また、戸別設置する
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ものに対する一住戸あたりの面積は１．０㎡を限度とする。 

２．容積率の限度を超える認定の限度 

建築物の延べ面積の 1/50 を限度とする。 

 

Ⅳ．転用の防止 

１．用途変更できないこと等の表示 

建築主、所有者及び管理者（以下、「建築主等」という。）は、認定に係る建築物

の部分が容積率の限度を超える認定の対象となっていること及び他の用途への転用

ができないことを知らせる様式１の標示板を、建築物の主要な出入口その他の見や

すい位置に１箇所以上明示するとともに、本市に明示状況を速やかに報告しなけれ

ばならない。 

２．維持管理 

建築主等は認定に係る建築物の部分を適法な状態に維持管理しなければならない。

また、当該物件を第三者に売買、譲渡又は賃貸等をする場合には、売買契約書（賃

貸にあっては賃貸契約書）、重要事項説明書、管理規約等に、認定に係る建築物の部

分を適法に維持管理すること及び他の用途への転用ができないことを明記すること。 

また、施設を更新する場合は、認定対象施設に該当する機種を設置すること。 

 

 

（附則） 

この基準は、令和５年１０月１日から施行する。 
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様式１ 標示板（Ⅳ．転用の防止 １． 関係） 

 

 

 この建築物は、（高効率給湯設備の一般名称）を設置することで省エネルギ

ー化に寄与しているため、建築基準法第５２条第６項第３号による容積率の

限度を超える認定を受けています。 

よって、容積率の限度を超える認定の対象機器である（高効率給湯設備の

一般名称）設置スペースは他の用途に転用することはできません。 

 

  年  月 

 

                          （建築主等氏名） 

 

 

（※１） 材質はステンレス等の耐候性、耐久性のある容易に破損しない材料とし、堅

固に固定してください。 

（※２） 大きさは概ね縦２１ｃｍ、横３０ｃｍ（Ａ４版横位置程度）以上としてくだ

さい。 

（※３） 上記標示板は一例ですので、建築主等で内容はお考えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２に２０２３１００１ 

 

 
この基準のお問い合わせは 

 

西宮市都市局建築・開発指導部 建築指導課 

℡０７９８－３５－３７０４ 


